
新クリーンセンター稼働後の展開(案） 資料　４

現ごみ処理基本計画⇒新ごみ処理基本計画(新クリーンセンター）

主な施策 見直し・継続・進展理由 主な施策

6） 中間処理施設の更新 6） 新処理施設の稼働

①武蔵野クリーンセンター敷地
の継続使用の検討

現有の武蔵野クリーンセンターの敷地は、昭和５４年に「クリーンセン
ター建設特別市民委員会」の中で検討を重ね、建替え用地の有無な
ども考慮した結果、選定されたものです。施設建替えの検討にあたっ
ては、２０年以上の長い期間にわたり周辺住民とパートナーシップを
形成し運営してきた貴重な用地であることを念頭に周辺住民との十
分な協調関係を図ったうえで行います。

⇒進展（新処理施設の稼働） ①新処理施設の稼働

平成20年度から新施設について、市民参加により検討を進め
てきた。その中、(仮称）新武蔵野クリーンセンター施設まちづく
り検討委員会において平成21年6月に提言を受け、周辺住民
の方々のご理解とご協力をいただき、現施設敷地内東側に新
施設の整備用地を市の責任において決定し、その後も市民参
加の委員会、協議会を経て、平成26年5月より工事着工し、平
成29年4月新施設の稼働を予定している。

②環境負荷が少ない安全で効
率性の高い中間処理施設の整
備

次期中間処理施設の検討にあたっては、現行の処理システムから、
さらに省エネルギー・高効率なエネルギー回収等により、ＣＯ２等の
温室効果ガスが低減され、環境に負荷のかからない処理システムを
目指します。
また、中間処理の中心となる可燃ごみ処理の方式としては、エコセメ
ント事業との連携を踏まえ焼却処理を継続することを基本にしながら
も、灰溶融＃、ガス化溶融＃といった発生物の有効利用を図る方式
についても検討します。

⇒進展（新処理施設の稼働）

②安全・安心な施設づ
くりとエネルギー供給
センター

平成23年7月に策定した新武蔵野クリーンセンター（仮称）施
設基本計画において、安全・安心な施設づくりを基本方針とし
て、全国トップレベルの排ガス規制値を設定し、最新鋭の焼却
処理システムを導入する。また、環境に配慮した施設づくりと
して、新施設を「エネルギー供給センター」と位置付け、焼却熱
利用として、ごみ発電とそれを補完するガス・コージェネレー
ションを導入し、周辺公共施設へのエネルギーの安定的な供
給と災害時にも供給できるシステムを導入する。

③資源化機能について 現有武蔵野クリーンセンターの破砕処理施設以外に、資源を選別・
圧縮梱包・保管したり、バイオマスを処理したりする資源化施設の機
能については、現在の敷地では困難が予想されますが、市内他地域
における用地確保も困難と考えられ、周辺住民にこれまで以上の負
担を強いることのないように検討します。

⇒見直し
・新施設において、資源を選定・圧縮梱包・保
管したり、バイオマスを処理したりする資源化
施設については敷地が狭小なため、設置しな
い。

⇒資源化推進・施設整備へ章立て統合

7） 環境啓発施設

①環境啓発施設 ・普及啓発機能・情報受発信機能の確保については、現施設
の事務所棟・プラットホームを残し環境啓発施設として再利用
する。
・平成29年4月新施設の稼働後、現施設工場棟を解体し、環
境啓発施設としてリニューアルさせ、平成31年度に開館をめざ
している。

7） 資源化推進・施設整備 8） 資源化推進・施設整備

①ごみ等のバイオマスの減量・
資源化の推進、エネルギー化
の検討

武蔵野クリーンセンターに搬入される可燃ごみのうち、最も多いもの
は紙類ですが、次に多いものが厨芥類（生ごみ）であり、剪定枝・落
ち葉等の草木類と合わせると、全体の１／４程度を占めます。これら
のバイオマス系のごみについては、より資源の適正な循環的利用を
図るよう、堆肥化、飼料化、メタン発酵、エタノール発酵＃などの焼却
処理以外の処理方法についても検討します。
また、一般家庭における生ごみ処理並びに公共施設や桜堤団地等
で設置されている分散型の生ごみ処理についても、市民の啓発・環
境教育の観点から並行して実施を継続していくため、処理生成物で
ある堆肥等の有効な利用先の確保に努めます。

⇒見直し
・バイオマス系処理施設はコスト面などから実
現性は難しい。

②資源化・エネルギー化施設整
備の検討

本市では、現在クリーンセンターの破砕処理施設において、金属等
の回収を行っている他は、業者委託による資源化処理を行っており、
資源化施設を保有していません。
委託処理に係る経費や、資源化施設による啓発効果、生ごみや剪
定枝、落ち葉等のバイオマスの処理による可燃ごみ処理量の低減を
踏まえ、次期中間処理システムの整備にあたっては、資源化施設・
エネルギー化施設整備の可否についても検討を行います。

⇒見直し
・新施設において、新たな資源化施設について
は敷地が狭小なため、設置しない。
・エネルギー化施設整備については、「6）新処
理施設の稼働②安全・安心な施設づくりとエネ
ルギー供給センター」のとおり、整備を行う。

ごみ処理基本計画 新ごみ処理基本計画（案）

４　主な施策 １　基本理念

①資源化推進・施設
整備

・新施設において、資源を選別・圧縮梱包・保管したり、バイオ
マスを処理したりする資源化施設については敷地が狭小なた
め、設置しない。
・バイオマス系処理施設はコスト面などから実現性は難しいこ
とから、新施設においては、バイオマス系の焼却処理による熱
回収（ごみ発電）により、国の制度であるバイオマス系に由来
する電力としての再生可能エネルギー固定買取制度を活用す
ることを検討する。
・資源を選別・圧縮梱包・保管する資源化施設については、市
外の民間処理施設を活用しているが、今後の処理方法、処理
施設、広域化処理などの効率的で環境負荷の少ない処理形
態を研究、情報収集を行う。

④普及啓発機能・情報受発信
機能の確保について

普及啓発機能・情報受発信機能は、廃棄物の処理を行っている施設
等に併設することが、来訪者に廃棄物の処理の様子を間近で見ても
らうなど、印象付けの面に優れます。本市は市役所・スポーツ施設の
隣に位置し、バスなど交通の便も優れており、施設への併設も検討
項目とします。なお、繁華街などのより集客性に優れた場所に確保
することも検討します。

⇒進展（環境啓発施設の整備）
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